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研究成果の概要（和文）：第一次世界大戦後ハンガリーの市民社会と体制内化された暴力について、以下のよう
に明らかにした。戦間期ハンガリーにおける権威主義政治の展開は、市民社会の一部が軍事領域に包摂される過
程と、自由主義的国民化政策から監視と暴力による統治への転換を含んでおり、後者は、地方当局の政策推進努
力と地域住民の反応の相互作用の中から生じていた。この背景には、第一次世界大戦後の体制が確立し準軍事的
暴力が体制に回収される際に市民社会が関与し、そこに暴力が埋め込まれるという過程があった。

研究成果の概要（英文）：The development of authoritarian politics in interbellum Hungary involved 
the process of certain part of civil society being subsumed into a military realm as well as a 
transition from liberal policies to governance through monitoring and violence, which occurred as a 
result of a cycle of action and reaction between local administration and local residents. Against 
this background, there was an ongoing process of embedding violence in civil society alongside the 
consolidation of the interwar regime of Hungary and dissolution of the paramilitary directly after 
World War I. 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 東欧近現代史における最大の問題の一つ
は、西欧的な自由主義的発展から遅れ、逸脱
した「特有の道」であったかどうかにあり、
この東欧逸脱論の克服がこの分野の大きな
論点となっている。東西ヨーロッパにおける
戦間期体制の成立に言及した最新の研究で
も、総力戦によって国民国家の凝集力が強化
された西欧諸国に対して、国家体制の円滑な
成立を成しえなかった東欧を特殊性におい
て論じていた（野村真理『隣人が敵国人にな
る日』人文書院、2014 年等）。 
 しかし東欧における市民社会の成立を確
認してその「西欧」性を指摘する研究の増加
に対し、むしろ市民社会における排除や矛盾
と暴力こそ検討の対象となるべきとの批判
（Tara Zahra, “Going West”, East European 
Politics & Societies, 25-4, 2011）があり、これ
が当該分野の現在の最大の課題であると位
置づけられる。第一次世界大戦から戦間期体
制の確立に至る時期についても、東欧逸脱論
を克服する視座からこの地域を再検討する
ことは、課題として残されていた。 
 ハンガリー近現代史における最大の問題
の一つも、ハンガリー近代史の逸脱論を克服
することにあり、戦間期の時代像も大枠でこ
の観点から議論されてきた。ハンガリーの戦
間期における自由主義と権威主義の同根性
については、研究代表者のこれまでの研究に
おいて明らかにされてきているうえ、現地に
おいても同様の問題意識の研究（Ungváry 
Krisztián, A horthy-rendszer mérlege, Jelenkor, 
2012 等）が現れている。研究代表者はこれま
で、ハンガリー近現代史を自由主義の中でと
らえ、かつそこに権威主義化の契機を見出す
ことを大枠の目的として研究してきた。その
中で教育政策（体育）を題材とした研究では、
19 世紀ハンガリーにおけるナショナリズム
の人種主義化を、教育の自由主義的な政策目
的にもかかわらず起きたのではなく、むしろ
自由主義の有する排他性に起因するものだ
ったと論じた。また福祉政策を題材とした研
究においては、人種主義政策と福祉政策が結
びつくにあたって、在地の「市民社会」がこ
れを促進する機能を果たした点を論じてき
た。 
 しかしこれらの研究はいずれも、二重君主
国期と戦間期の社会を、自由主義と反自由主
義に関する問題圏における連続性の中で検
討してきており、第一次世界大戦前後の社会
変容の要素を十分に扱ってこなかったとい
える。研究代表者の近年の研究成果において
必ずしも大戦中の総力戦がその後の体制の
成立に直接決定的だったとは言えないとい
う点も明らかにしてきたため、戦間期ハンガ
リー社会の解明にはむしろ二つの革命と反
革命を含む大戦直後の状況の検討が課題と
して挙げられる。ただし、大戦直後の暴力と
戦間期体制安定期の権威主義の関連につい

ては一部極右諸組織における系譜の問題に
限定して扱われる傾向があり、戦間期の「市
民社会」の問題の中に位置付けなおす必要が
あった。 
 
 
２．研究の目的 
 
 以上の背景から、本申請研究は戦間期体制
成立期の諸問題とその後の社会とを連続し
て扱いながら東欧特殊論・逸脱論を批判的に
再検討するため、戦間期ハンガリーの市民社
会をそこにおける暴力の問題から検討する
こと、その際に、第一次世界大戦後ハンガリ
ーの体制確立期の暴力がどのように体制内
化され、このことが戦間期の「市民社会」に
どのように影響したかという点から明らか
にすることを目的とした。 
 
 
３．研究の方法 
 
 上記課題に応えうる研究の対象として、戦
間期の「市民社会」と戦間期体制成立期の諸
問題とを直接つなぐ要素が社会団体として
の性格を併せ持つ準軍事諸団体であること
から、大戦直後の準軍事諸団体や極右諸団体、
またこれらの要素を戦間期において受け継
ぐような諸団体等が挙げられる。これらが戦
間期には市民生活に密着した社会団体の一
部としても機能して動員力を持ったことが
かねてから指摘されており、その後この観点
からはほとんど扱われていないが、本研究の
目的から取り上げることが適当である。この
ため本研究は、主に準軍事諸団体とそこに集
った元兵士たちに焦点をあて、彼らを含んで
（再）形成された戦間期「市民社会」（民間
の相互扶助・福祉・教育等の諸団体やそれら
によって形成される地域社会の構造）におけ
る矛盾や排除の諸相とは何か、また、その矛
盾や排除がどの程度、暴力の体制内化の際に
もたらされた矛盾（兵士の再社会化に際して
地域社会や諸団体が担った負担等）に起因し
ていたのか、という点の解明を通じて行った。 
 具体的には、第一次世界大戦直後のハンガ
リーにおいて準軍事諸団体と市民社会の結
節点となった体育・スポーツの諸団体に注目
し、主に諸団体や関連政府機関等による請願
書・意見書・報告書などの史料を使用して、
大戦直後から 1930 年代までの諸地域・市民
社会とハンガリーの権威主義体制の特徴を
よくあらわしている諸政策の関係から、研究
課題に接近した。ただし、これを中心としな
がらも、この間のヨーロッパ政治においてハ
ンガリー戦間期史研究の持つ意義を再確認
する作業や、本研究課題の前提となる 19 世
紀以来のハンガリーにおける市民社会の成
立とそれが社会における暴力の問題とどの
ようにかかわってきたかという点について
も、併せて明らかにするなど、周辺的な主題



にも取り組んだ。 
 
 
４．研究成果 
 
 (1)本研究課題の今日的な意義および、上述
以外の研究状況における位置づけについて
も明確化するため、周辺的な、あるいは前提
となる議論の整理を行った。 
①本研究課題である戦間期ハンガリーの

体制と社会の研究が、研究動向の状況だけで
なく、現在のヨーロッパの政治的状況にとっ
て直接的な必要性も持つことを明らかにし、
研究課題の意義を新たに位置付けた。現在の
ヨーロッパの政治的状況に関しては、排他的
な右翼ポピュリズムの運動と、東欧（ポーラ
ンドやハンガリー）における権威主義的政権
の確立が、「ヨーロッパ的」な「市民社会」
とリベラルデモクラシーに対する挑戦の問
題として注目されている。本研究は、ヨーロ
ッパ近現代史上の「市民社会」と排除の関係
を明らかにすることによって、この問題の理
解に一定の貢献をするものであるとともに、
具体的にハンガリーについて、以下のような
ことが確認できた。 
 本研究の一部において、現在のハンガリー
のポピュリズム政権が、家族道徳や労働倫理
が市民社会の有用で正当な一員であるかど
うかを判断し、他者を新たに線引きする基準
となっていること、これが人種主義政治と連
関していること、これらは結果として戦間期
ハンガリーのそれと類似した国民概念を採
用しつつあることを示していること、そして
このことは戦間期史をハンガリー国民史に
おける継承すべき過去として描きなおすこ
とによって正当化されていることを明らか
にした。これらのことは、市民社会と排除や
暴力の関係といった主題によって戦間期史
に接近するという本研究に、今日的な意義が
あることを示している。 
 これらは、５．主な発表論文等〔雑誌論文〕
③、〔学会発表〕①、〔図書〕③で明らかにし
た。 
 ②また、ナショナリズム研究の領域におい
ても本研究課題を位置づける必要があると
判断し、これを行った。近現代ヨーロッパ市
民社会を再考するためには、これが成立した
西欧と成立しなかった東欧という二分法を
再考しなければならず、したがって同時にナ
ショナリズム研究における国民化が進行し
国民国家が成立した西欧と成立しなかった
東欧の民族的多様性という議論を相対化す
る必要がある。そのために、国民化をその成
否について論じるのではなく、住民統治の展
開と市民社会の変容の文脈に置き直して理
解する必要があることを、主としてナショナ
リズム研究関連文献の理論的な検討によっ
て明らかにし、本研究課題の実証的研究の理
論的な基礎とした。この成果は５．主な発表
論文等〔雑誌論文〕①、〔学会発表〕③で発

表した。 
 
 (2)本研究課題に取り組む前提として、近
代ハンガリーにおける市民社会の成立とそ
こにおける暴力という問題について確認す
る必要があったため、以下のことを明らかに
した。 
 ①ペシュト（現ブダペシュト）やポジョニ
（現ブラチスラヴァ）などのハンガリーの主
要諸都市では、19 世紀半ばの段階（1848 年
前後）のナショナリズム運動において、市民
的結社や言論空間といった公衆と政治の回
路が開かれ始めていた。このことは、ハンガ
リーの国政における自由主義化の前提にな
るとともに、人々が政治にかかわる場として
の市民社会が成立しつつあったことを示し
ている。これは５．主な発表論文等〔図書〕
②で明らかにした。 
 ②19 世紀後半から第一次世界大戦前まで
のハンガリーでは、スポーツ・文化などの市
民的結社をアクターとする市民社会を舞台
とした、暴力の統制という国家の政治的機能
への回路において正統性を独占することを
めぐる、市民諸層の競合関係が成立していた。
かれらは互いの諸集団に対して差異化しな
がら、それぞれが自らを男性的で国民的な市
民としてもっとも中心的な役割を果たすべ
き存在として卓越化しており、このことが、
ハンガリー国民にとってもっとも適合的な
暴力統制の様式をめぐる競合としてあらわ
れていた。このような競合が行われる場が、
市民的諸結社によって形成される市民社会
だった。このことを、５．主な発表論文等〔図
書〕①の一部で明らかにした。 
 
 (3)暴力と市民社会の関係という点から、
第一次世界大戦直後の暴力支配状況と戦間
期末期（1930 年代末～1940 年代初頭）の権
威主義的体制の関係を、特に準軍事諸団体に
注目して以下のように明らかにした。 
 ①第一次世界大戦直後のハンガリーでは、
十分な正統性を欠いた暴力行使そのものが
暴力独占の正統性を創出する過程があった。
これは具体的にはホルティの指導する「国民
軍」が旧支配層の反革命政治勢力と合流して
政治的正統性を獲得する過程を指すが、「国
民軍」・準軍事的諸団体・市民諸団体は互い
に協力関係や相互浸透的な関係を持ってい
た。 
 ②一九三九年に学校内外の体育やスポー
ツなどにかかわるすべての活動・団体は、国
防当局が設置する統括機関の指揮下に入る
ことになり、すなわち、暴力がそこに限定さ
れ、そこで統制される場である、一方の軍隊
が他方のスポーツを併合した。以下のような
過程である。第一に、戦間期体制確立の際に
準軍事諸団体が武装解除される過程で、これ
ら諸団体は軍事訓練とナショナリズム教育
を主導する地位を得ることを目的としてス
ポーツ団体への転換をはかり、各地のスポー



ツ諸団体の糾合や設置を再開し、ほかの極右
組織も各地のスポーツ団体運営に深く関わ
るようになっていった。第二に、青年の学校
外体育義務制度との関連では、全国防衛力協
会はその実施機関との協力関係を維持した。
このような協力関係は体育やスポーツにお
ける学校内外の区別を薄めていくことに寄
与し、軍事による市民社会における身体文化
の包摂という結果がもたらされた。 
本研究は、これらの事実から、市民社会に

おける暴力統制の機能と場（スポーツ諸団体
とその活動）が、暴力装置が直接市民社会を
統制できるようになるための拠点のひとつ
になった背景に、①で述べたような、十分な
正統性を欠いた暴力行使そのものが暴力独
占の正統性を創出する過程があったという
ことを明らかにした。この成果は５．主な発
表論文等〔図書〕①の一部で発表される。 
 
 (4)本研究は、ハンガリーの戦間期体制が、
暴力の体制内化によって確立すると同時に、
19 世紀的な寡頭制的自由主義体制とその枠
組みにおける国民化政策の再開として確立
されたことにも注目し、その展開と権威主義
的統治の変容を、政策と地域社会の関係にお
ける暴力という点から明らかにした。 
 具体的には、一方に国民化政策の一環とし
て行われる学校外体育義務制度「レヴェンテ
制」、他方にその対象となる青年層とかれら
をとりまく地域社会、中間に彼らと直接かか
わる指導員・教師・地方当局があるなかで、
これらの関係における暴力の様相と、それが
もたらす統治の変容が、以下のようなもので
あったことを明らかにした。 
 ①第一次世界大戦後、暴力を体制内化して
自由主義的な国民化政策を推し進めること
を想定した学校外体育義務制度は、1920 年代
に青年層の国民化とそのための組織化を十
分に果たすことができなかった。 
 ②この国民化の失敗は、一方でこれを克服
しようとする直接実施者たちによる暴力や
暴力装置の脱法的な動員を、他方でこれ対す
る反抗をもたらし、地域社会における暴力と
反抗の連鎖が生じた。 
 ③この状況から、軽微な妨害行為の背後に
反秩序分子が想定されるようになり、これを
特定するクロス・レファレンス・システム的
統治手法が諸地域当局のレベルで出現し、こ
れが戦間期ハンガリーにおける、監視と暴力
による権威主義的統治の展開の嚆矢となっ
た。 
 これらを前述(3)と併せて理解すると、市
民社会と暴力の体制内化との関係は、次のよ
うなる。①ハンガリーでは第一次世界大戦ま
でに暴力をめぐる競合空間としての市民社
会が成立していた。②第一次世界大戦後、軍
事的暴力と市民社会とは、暴力統制の正統性
の創出とそれによる暴力の体制内化におい
て、一定の協力関係をもった。③その後国民
化政策の失敗克服のために、暴力は再び表面

に呼び起され、暴力と反抗の連鎖が地域社会
に出現した。④これらの展開が、暴力を前提
とした統治と暴力装置による市民社会の一
部機能の包摂の、原因となった。 
 本研究は以上のように、第一次世界大戦後
ハンガリーにおける暴力の体制内化と、戦間
期の市民社会の関係を明らかにし、（4）の成
果は５．主な発表論文等〔雑誌論文〕②で発
表した。なお、並行して行ったナショナリズ
ムの歴史に関する理論的研究との関連では、
国民化の成否の論点にかかわって、国民化の
失敗と統治の転換の文脈に置き直すという
形で現状の研究上の問題点に応答したもの
でもある。 
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